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ロタ
リックス ① ②

★27日以上の間隔で2回 (出生24週0日後まで)

ロタ
テック ① ② ③

★27日以上の間隔で3回 (出生32週0日後まで)

〶 ① ② ③ 〶 ④
★<初回>27～56日の間隔で3回 (1歳未満まで) ★<追加>初回接種終了後7～13か月未満の間隔で1回

〶 ① ② ③ 〶 ④
★<初回>27日以上の間隔で3回　(1歳未満まで) ★<追加>初回接種終了後60日以上の間隔で１歳～1歳3か月未満に1回

〶 ① ② ③
★27日以上の間隔で2回，１回目から139日以上の間隔で1回

〶 ① ② ③ 〶
★<初回>20～56日の間隔で３回 ★<追加>初回接種終了後12～18か月未満の間隔で1回

〶 ①
★生後5～８か月未満で1回

〶

〶 ①
★1～２歳未満で1回 ★小学校入学前の1年間に1回
※できるだけ早期に接種しましょう

〶  ① 　 ②

〶 〶 〶

①② ③ ④

★<初回>6～28日の間隔で2回　 ★9歳で1回（第1期追加終了後おおむね5年後）

〶

二種混合 (1回) ①
（ジフテリア・破傷風） ★11歳で1回

〶

※平成２５年６月１４日付厚生労働省通知に基づき積極的勧奨を見合わせていましたが、
令和３年１１月２６日付厚生労働省通知に基づき見合わせの状況を解消することになりました。
令和４年４月以降、順次個別通知します。

〶 ②

6か月以上13歳未満：毎年2回 13歳以上：毎年1回又は2回

★　標準的な接種回数・間隔 定期予防接種の対象期間 標準的な接種期間（丸数字は接種回数） 特例対象者が定期予防接種を受けられる期間 法定外予防接種が受けられる期間

〶　市からお知らせする時期 経口生ワクチン 注射生ワクチン 不活化ワクチン キャッチアップ対象者が定期予防接種を受けられる期間
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意
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（

有

料
）

おたふくかぜ
 (2回)

①

季節性
インフルエンザ

④

ＢＣＧ (1回)

麻しん（はしか）

風しん
 (2回)

水痘（みずぼうそう）

 (2回)

★<１回目>1歳～1歳3か月未満に1回
　<２回目>１回目接種終了後6～12か月未満の間隔で1回

日本脳炎 (4回)

★<追加>初回接種終了後
　おおむね1年後に1回

定
期
予
防
接
種
（

無
料
・
公
費
負
担
）

ロタウイルス
 (2回または３回）

または

ヒブ (4回)

小児用肺炎球菌
 (4回)

B型肝炎 (3回)

四種混合 (4回)
　百日せき・ジフテリア
　破傷風・不活化ポリオ

子宮頸がん (３回）

　　　　　　　　　　　　対象年齢
ワクチンの種類・回数

生直後
1 2 7歳
歳 歳 6か月

②

※接種開始月齢により接種回数が異なります。

標準的な初回接種開始は生後2～7か月未満です。

第１期 第２期

第２期

異なるワクチンを接種する場合の間隔

※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には，
それぞれ定められた間隔があります。

①②③

調布市福祉健康部健康推進課

第１期

不活化

不活化

不活化

不活化

不活化

不活化

不活化

不活化

「定期予防接種」は予防接種法によって対象疾病・対象者・接種期間などが定められています。

予防接種を受けるには病気ごとにそれぞれ接種に適した時期（標準的な接種期間）があります。できるだけ標準的な接種期間で受けることをおすすめします。
接種回数・間隔はワクチンの種類によって異なります。ここでは，標準的な接種回数・間隔を示していますが，定期予防接種の対象期間であれば無料で接種できます。
詳しくは，市からのお知らせやホームページ等でご確認ください。

予防接種スケジュール
令和4年４月版

【特例2】※平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで，7歳6か月までに第1期3回の接種
を受けていない方は，9～13歳未満までの間に，第1期の不足回数分と第2期1回

を無料（公費負担）で受けることができます

不活化

※市内指定医療機関で接種する場合のみ費用助成（自己負担3,000円）

【特例1】※平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで，4回の接種を受けていない方は，
20歳未満までの間に，不足回数分を無料（公費負担）で受けることができます

※初回接種は出生14週6日後まで

〶生
(経口)

生
(注射)

生
(注射)

生
(注射)

生
(注射)

生
(経口)

生
(注射)

制限なし

27日以上

制限なし

生
(経口)

生
(経口)

生
(経口)

不活化
不活化

不活化

生
(注射)

生
(注射)

生
(注射)

【キャッチアップ接種】※平成9年4月2日～平成18年4月1日生まれ
の女子で，令和4年4月１日から令和７年３月３１日までに，不足分を
無料（公費負担）で受けることができます。


